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消 費 者 相 談 窓 口

若者の新生活に潜む消費者トラブル！
　入社や入学などを機に、一人暮らしを始めたり、生活用品を購入したりと、多くの若者が新しい暮らしをはじめ
る季節を迎えましたが、この時期、若者を狙った悪質商法も増え、全国の消費者センターにも多くの相談が寄せら
れています。
　若者は社会経験も少なく、契約知識も十分でないことから、家族から離れ、新生活をスタートさせた途端、トラ
ブルに巻き込まれる危険性が高くなるようです。

■アドバイス
●「必ずもうかる」「景品プレゼント」など甘い言葉にご用心！
●安易な契約は禁物。たとえ友人･先輩からの誘いでも断る勇気が大切です。
●マルチ商法、アポイントメントセールスは、契約後でも、定められた期間内であればクーリング・オフができます。
●クレジットカードは、自分の収入と照らし合わせて返済できる範囲以内で、計画的に利用しましょう。
●クレジットカードのリボ払いが増加しています。返済金額が一定である一方、返済期間が長期化して、多額な
金利や手数料を支払うことになることがあります。
●借金返済のための借金は、多重債務の原因に。絶対してはいけません。
●不安に感じることがあれば長万部町役場産業振興課に相談しましょう。

●長　万　部　交　番　　　☎2－2312  ●警察相談専用電話　　　　♯9110
●消費者ホットライン（局番なし）188  ●長万部町役場産業振興課　☎2－2455

相　談　電　話　番　号

◎平成29年度（第１回）北海道警察官採用試験が
実施されます。
１　受 付 期 間
　郵送・持参（電子申請も同じ） ３月１日（水）～４月21日（金）
　道内の各警察署でも申込書の受付を行います。（持参の場合に限ります）

２　受 験 資 格

※近年、女性警察官の採用枠が拡大していますので、女性
警察官を志す方も積極的にチャレンジしてください。

３　１次試験日　５月14日（日）
４　第１次試験地
　道内では、札幌市のほかに函館市・八雲町にお
いても受験ができます。
　詳しくは、お問い合わせ願います。
５　第１次試験合格発表　５月26日（金）（予定）
６　第２次試験日　６月中旬～７月上旬
７　第２次試験地
　　札幌市・函館市・旭川市・釧路市・北見市
８　最終合格発表　７月31日（月）（予定）
９　採用予定日　平成30年４月１日以降
（卒業見込者以外は、平成29年10月１日に採用
となる場合がある）

10　お問い合わせ先
　　八雲警察署　警務課　☎(0137)64-2110(内線211）

学歴
Ａ区分 学校教育法による大学（短期大学を除く）等を卒業した方

（平成30年３月卒業見込者を含む）

Ｂ区分 Ａ区分以外の方
（学校教育法による高等学校に在学中の方を除く）

年　　齢 昭和60年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方
（平成30年４月１日現在で18歳以上33歳未満）


